
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※10月 11日の録画映像は、以下の

QR コードからご覧いただけます。市長から

の説明、問責決議、採決となっています。 

9月 29日（第 1日）の本会議で、3期目となる

伏見市長が「所信表明」を述べましたが、10月 1日

以降、伏見市長の「祝勝会参加」等、公職選挙法に

抵触する事件が報道等で明らかになりました。そうした

事態を看過したままでは、議案審議にも、所信に対す

る代表質問にも臨めないとして、10月 11日（第 2

日）、公明党議員団、日本共産党議員団、自由民

主党枚方創政会、連合市民の会でまとまり、「伏見

隆市長に対する問責決議」を発議しました。連合市

民の会の野村いくよ議員が代表して提案しました。 

 問責決議案に反対討論もありましたが、賛成 20、

反対 11 の「賛成多数」で「伏見隆市長に対する問

責決議」は可決されました。 

 

枚方市は、「枚方市長の職務に係る倫理に関する

条例」を定めています（下記に抜粋）。当選後は市

長であるわけですから、「枚方市長の職務に係る倫理

に関する条例」に照らし合わせて、「法律に違反する恐

れがある行為を市長自ら行うことは断じて許されない」

として、今回の問責決議の内容がまとめられました。 
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